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燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会 

第４回輸送・交通専門委員会会次第 

 
期 日  平成３０年８月２１日（火）１４：００ 
会 場  サンアリーナせんだい  会議室 

 

１ 開 会 
 

２ 報告事項 
第１号報告 １ 「燃ゆる感動かごしま国体」薩摩川内市実行委員会ホームページ開設 

について 

       ２ 国体ＰＲラッピングバス出発式について 
       ３ 国体ポロシャツの販売について 

 

３ 議 事 
第１号議案  燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市輸送・交通業務実施要項（案） 

 
第２号議案  燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市消防防災・警備業務実施要項（案） 

 

４ その他  
その他協議  第７３回国民体育大会 福井しあわせ元気国体視察員について 

 

５ 閉 会 

 

【参考資料】 
・その他各専門委員会審議要項（案） 
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１ 「燃ゆる感動かごしま国体」薩摩川内市実行委員会ホームページ開設について 

 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会は、７月２日付けで市実行委員会独自の

ホームページを開設しました。 
 
 

市実行委員会ホームページアドレス：ht tps ://sa tsumasenda i -kokuta i2020. jp 

 

  

第４回輸送・交通専門委員会 第１号報告 
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２ 国体ラッピングバス出発式について 

 

７月２６日(木)に川内駅西口駅前広場におきまして、国体開催まで残り８００日前の

記念イベントとして、市内循環バスや路線バス、公用車等へ国体周知のラッピングを施

し、ラッピングバス出発式を開催いたしました。 

 当日は、市実行委員会をはじめ関係者、一般市民等約３００名集まり、イベントは盛

大に開催されました。 

 

 

 
いりき幼稚園・祁答院幼稚園（国体ダンス）        実行委員長（市長）挨拶 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

テープカット                鹿児島交通 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   南国交通                 公用車（軽ワゴン） 
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３ 国体応援ポロシャツの販売について 

 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会では、８月１０日から、２０２０年に薩摩

川内市で開催される競技を応援するポロシャツの販売を実施しております。 
 なお、販売及び問い合わせ等については、下記のとおり川内山形屋の４階衣類品売場にて

行っています。 
 
１．販売品   オリジナルポロシャツ １着：１，２５０円（税込み）  

サイズ   ＳＳ～３L（男女兼用サイズ） 
カラー   白、黒、紺、ピンク 

 
２．商品購入  川内山形屋４階衣料品売場 住所：薩摩川内市西向田町９－６ 
  問合先   電話：０１２０－４１１－１２８ 
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「燃ゆる感動かごしま国体」薩摩川内市輸送・交通業務実施要項（案） 
 

１ 目 的 

この要項は、燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市輸送・交通基本計画及び県の定める第７５回国民

体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」輸送・交通基本計画に基づき、燃ゆる感動かごしま国体におけ

る輸送・交通業務について必要な事項を定め、大会参加者のための輸送手段の設定及び大会運営に必

要な駐車場の確保等、安全かつ効率的な輸送と円滑な大会運営を目的とする。 

 

２ 実施方法 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、燃ゆる感動か

ごしま国体・かごしま大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図ると

ともに、所轄警察署及び関係機関・団体等の協力を得て、輸送・交通業務を実施する。 

 

３ 輸送業務の一般的事項 

  輸送対象者 

ア 選手・監督 

イ 大会役員、競技会役員、競技役員 

ウ 競技会係員、競技会補助員、競技補助員、ボランティア 

エ 報道関係者、視察員 

オ その他大会参加者 

カ 一般観覧者 

   輸送方法 

   輸送方法は、実行委員会が車両を借り上げて行う輸送（以下「計画輸送」という。）及び公共交通 

機関による自主移動とする。 

  輸送業務の実施期間 

輸送・交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む競技会の会期中とする。ただし、特

別な事情があると認められる場合、延長とする。 

  輸送業務の範囲等 

ア 輸送業務の範囲は、原則、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎その他大会関連諸行事の会

場等の相互間とする。ただし、実行委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。 

イ 輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関による輸送が困

難な場合及び競技の実施に支障がある場合は、計画輸送を行う。 

ウ 計画輸送は、原則として近距離（概ね２キロメートル未満をいう。）は行わない。また、一般観

覧者を除く輸送対象者（以下「大会参加者」という）の到着時における宿舎までの計画輸送は原

則行わないが、実行委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 エ 広域配宿による輸送については、薩摩川内市以外に所在する旅館等を配宿施設からの輸送を検

討する。 

第４回輸送・交通専門委員会 第１号議案 
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４ 輸送力の確保 

  車両の確保 

計画輸送は借上げバス・タクシー等により行い、必要台数を県実行委員会と調整しながら、原則、

実行委員会が確保する。 

  予備車の確保 

実行委員会は、大会期間中、緊急時に備えるため、若干の予備車の確保に配慮する。 

  その他 

実行委員会は、必要と認められる場合には、公共交通の関係機関･団体に対し、臨時運行等を要請

するとともに、必要な措置を講じる。 

 

５ 輸送業務の内容 

  輸送計画等の策定 

実行委員会は、関係機関･団体の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とする輸

送計画等を策定する。 

  指定集合地の設定 

実行委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関･団体と協議のうえ指定集合地

を設定する。 

  輸送経路の設定 

実行委員会は、参加人員、時間帯等を考慮し、関係機関･団体と協議のうえ輸送経路を設定する。 

  輸送案内 

実行委員会は、必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、宿舎及び競技会場等への誘導案内を

行う。 

  広域配宿における輸送 

実行委員会は、広域配宿によって薩摩川内市以外に所在する宿泊施設を宿舎として利用する選

手･監督及び役員等の輸送を検討する。 

  同一競技が２市以上で行われる共催競技の輸送 

同一競技が２市以上の会場地で行われる共催競技の輸送は、関係会場地実行委員会との協議のう

え必要に応じて実施する。 

  一般観覧者の輸送 

実行委員会は、一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、関係機関･団体の協力を得

て、必要に応じて措置を講じる。 

   学校観戦の輸送 

 実行委員会は、事前に市内学校に調査等を行い、各競技の学校観戦について、学校と協議のうえ、 

輸送計画書を作成し、実行委員会が用意した車両を利用し、輸送を実施する。 

 

６ 交通業務の内容 

  交通規制 
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  実行委員会は、各競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署の協力を得て、必要に応

じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

  案内・誘導 

  実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必要

に応じて、主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場等に案内・誘導看板等を設置する。 

  交通整理 

  実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者の運行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、必

要な箇所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

  路上駐車の防止 

  実行委員会は、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署の協

力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。 

  駐車場の確保及び開設 

  実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体の協力

を得て、競技会場、練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の確保に努める。 

  駐車場の管理及び運営 

  実行委員会は、駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防止に努める。 

  駐車許可証等の交付 

実行委員会は、特に利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場を利用する人に対して、事前

に駐車許可証等を交付し、許可車両であることを明示することにより、適切な車両誘導及び駐車場

の円滑な管理運営を図る。 

  交通環境整備 

  実行委員会は、大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、大会参加者及び一般

観覧者に対し公共交通機関の利用の推進及び自家用車での来場自粛を働きかける。また、市民等に

対しても渋滞の原因となる路上駐車の防止及び自家用車利用の自粛協力等の周知広報を行う。 

 

７ 輸送交通業務の委託 

  実行委員会は、この要項の定める業務の全部及び一部を関係団体等に委託できるものとする。 

 

８ その他 

この要項に定めるもののほか、輸送交通業務に関して必要な事項は、関係機関･団体と協議のうえ別

に定める。また、競技別リハーサル大会においても、必要に応じてこの要項を準用する。 
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「燃ゆる感動かごしま国体」薩摩川内市消防防災・警備業務実施要項（案） 

 

１ 目 的 

この要項は、燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市消防防災・警備基本計画及び県が定める、第７５

回国民体育大会警備・消防防災基本計画、燃ゆる感動かごしま国体市町村警備・消防防災業務推進指

針に基づき、燃ゆる感動かごしま国体（以下「国体」という。）における警備・消防防災体制の確立を

図り、安全かつ円滑な大会運営がおこなわれるよう万全を期することを目的に、必要な事項を定める。 

 

２  実施方法 

警備・消防防災業務の実施にあたっては、次の事項を基本とする。 

  警備業務 

ア 道路交通法、警備業法、消防法等の関係法令を遵守する。 

イ 警備対象施設における警備業務は燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会（以下「実行 

委員会」という。）による自主警備を原則とする。また、自主警備にあたっては、警察・消防・各 

施設管理者等関係機関（以下「関係機関」という。）の協力を得て実施する。 

ウ  自主警備が困難とされる場合、市実行委員会は具体的な警備員の配置箇所、任務等を定めた警

備業務計画書を作成し、その計画書に基づいた警備業務を民間の警備業者に委託する。 

エ  自主警備業務を円滑に実施するため、実行委員会は関係機関と緊密な連絡調整を行う。 

  消防防災業務 

ア 消防法等関係法令、薩摩川内市地域防災計画及び競技会場等国体関連施設（以下「大会関連施 

設」という。）の消防計画を基本として、その他必要な事項については本計画の定めるところに 

よるものとする。 

イ 本計画は、大会関連施設の防火管理者が行わなければならない防火・防災管理上必要な業務を 

補完するものとする。 

ウ 屋外仮設物等の消防計画については、大会関連施設の消防計画に準じるものとする。 

   大規模災害・突発重大事案対策業務 

  ア 鹿児島県地域防災基本計画及び薩摩川内市地域防災計画に準じるものとする。 

 

３  実施期間 

警備・消防防災業務の実施期間は、原則として、公式練習日等を含む大会開催期間中とするが、競

技日程や大会関係者等の動向に伴い、実情に応じて変更することができるものとする。 

 

４ 実施範囲 

  警備業務の実施範囲は、原則として競技会場、駐車場（臨時駐車場を含む。）とする。なお、練習 

会場については、必要に応じて実施する。 

  消防防災業務の実施範囲は、競技会場、練習会場及び駐車場（臨時駐車場を含む。）とする。 

 

第４回輸送・交通専門委員会 第２号議案 
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５  業務内容 

  警備業務 

ア 交通誘導警備業務 

（ア) 駐車場及び周辺道路における歩行者等の安全確保及び進路案内 

（イ）駐車場入口における選手・監督、役員等（以下「大会参加者」という。）車両の識別（駐車許 

可証等の確認）及び誘導・案内 

（ウ）バス・タクシー乗降所における安全確保 

（エ） 周辺道路における交通渋滞、交通事故及び違法（迷惑）駐停車の防止 

（オ） 駐車場内における接触事故等の防止、車両の駐車整理及び各種案内広報 

イ 会場警備業務 

（ア）ＩＤカードによる大会参加者の入退場管理 

（イ）大会関連施設における不審者・不審物に対する監視及び発見時における関係機関への通報と 

適切な初動措置 

（ウ）円滑な競技運営を妨害する者及び行為者に対する対応 

（エ）自主警備上必要な情報収集、事案発生時における関係機関への通報・連絡 

（オ）施設・仮設物、備品、会場装飾物等の監視 

（カ）迷子、遺失・拾得物の対応 

（キ）非常時・災害発生時における避難路の確保及び誘導 

 ウ 雑踏警備業務 

（ア）群衆流動時における雑踏整理、誘導、案内、規制等による雑踏事故防止 

（イ）群衆停滞箇所における過密状態の回避、流入制限及び歩行路等の動線運用確保 

（ウ）一般観覧者の入場時の待機列整理、割り込み防止、案内広報 

エ 夜間警備業務 

（ア）大会関連施設、仮設物、備品、会場装飾物等の火災及び盗難・損壊の防止 

（イ）大会関連施設における不審者・不審物に対する警戒及び発見時における関係機関への通報 

と適切な初動措置 

  消防防災業務 

ア 防火・防災管理業務 

（ア）収容可能人員と収容人員の把握 

（イ）想定される風水害等の把握 

（ウ）指定場所での火気使用状況（喫煙所を含む。）の安全点検及び整理整頓 

（エ）大会関連施設の消防用設備等と仮設置されている消防用設備等の把握及び施設管理者との調整 

（オ）指定場所以外で防火管理者の許可のない火気の使用禁止の周知徹底 

（カ）大会関連施設及び施設に付随する装飾などの各種構造物等の固定状況の確認と必要な措置 

（震災予防対策） 

（キ）火気使用設備（器具）及び室内、避難通路、出入口等の収容物等の転倒、移動、落下防止状 

況の確認と施設管理者との調整（震災予防対策） 

（ク）避難経路の把握並びに避難経路の周知徹底 

（ケ）避難上障害となる工作物や物品の排除と避難経路の確保 
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（コ）ごみ、可燃物等の整理整頓 

イ 自衛消防業務 

（ア）災害等に関する各種情報収集 

（イ）災害発生時の消防機関及び関係者への通報・連絡 

（ウ）初期消火活動 

（エ）災害発生時の避難口の開放 

（オ）大会参加者及び一般観覧者の避難誘導 

（カ）負傷者の把握、救出及び救護に関する対応 

 

６  緊急連絡体制 

国体期間中の連絡手段については、通信機器を確保し、緊急時における関係機関との円滑な連携を

図るため、連絡体制を確立する。 

 

７ その他 

  この計画に定めるもののほか、警備・消防防災業務の実施に関して必要な事項は別に定める。また、

競技別リハーサル大会においても、必要に応じてこの要項を準用する。 
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《競技名、種別、開催市町村、競技会場、競技別会期》

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
福井県⽴ホッケー場 監 ○ ○ ○ ○ △ ●
越前町営朝⽇総合運動場 監 ○ ○ ○ ○ △ ●

② バスケットボール 少年男⼦ 福井市 福井市体育館 監 ○ ○ ○ ○ △
③ ウエイトリフティング 全種別 ⼩浜市 監 ○ ○ ○ ○ △ ●

敦賀市 敦賀市総合運動公園野球場 監 ○ ○ ○ ○
⼩浜市 ⼩浜市営野球場 ○ ○
越前市 丹南総合公園野球場 ○ ○

南越前町 桜橋総合運動公園野球場 ○
美浜町 美浜町総合運動公園野球場 ○ ○ ○

おおい町 おおい町総合運動公園野球場 ○ ○ ○
⑤ 空⼿道 全種別 敦賀市 敦賀市総合運動公園体育館 監 ○ ○ △

※「監」・・・監督会議（審判会議） ※ ⽮印：実⾏委員が視察する期間
※「○」・・・競技
※「△」・・・競技及び表彰式（閉会式）
※「●」・・・前泊・後泊
①総務・企画専⾨委員・・・１名（ホッケー競技）      
②競技・式典専⾨委員(競技以外)・・・１名（ウエイトリフティング）     
③おもてなし専⾨委員・・・１名（軟式野球競技）            
④輸送・交通専⾨委員・・・１名（バスケットボール競技）

各専⾨委員  ３名

①競技・式典専⾨委員・・・１名（ホッケー競技団体）

③競技競技・式典専⾨委員・・・１名（ウエイトリフティング競技団体）

④競技・式典専⾨委員・・・１名（軟式野球競技団体）
⑤競技・式典専⾨委員・・・１名（空⼿道競技団体）
競技団体代表者 ５名

②競技・式典専⾨委員・・・１名（バスケットボール競技団体）

④ 成年男⼦

１０⽉

軟式野球

競技会場開催市町村種別

越前町ホッケー① 全種別

９⽉
競技名№

①

②

③

④・⑤
・軟式野球
・空⼿道

・軟式野球・軟式野球

・ホッケー

・軟式野球

・軟式野球

・軟式野球

・軟式野球
・軟式野球

・ウエイトリフ
ティング

・バスケットボール
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